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はじめに

公共施設の問題は、総合的な管理計画の作成段階から次のステップに
進んでいる。個別施設計画の策定によって、いよいよ公共施設マネジメ
ントの実践段階に入っていくことになるが、個別施設計画の段階で戸
惑っている自治体も少なくない。そもそも公共施設マネジメントをどう
進めるべきか分からないという声も聞こえてくる。個別施設計画のハウ
ツー式教科書があればよいのかもしれないが、自治体の状況が千差万別
の状況において一律の処方を作成することは不可能である。遠回りに見
えるが、それぞれの自治体の事情に応じて、自ら実践の方法を考え出し
ていくのが王道であろう。
筆者はこれまで各自治体へのコンサルティングや調査研究を通して、

公共施設の問題に取り組んできた。その経験から、現場における担当職
員の悩みや組織的な問題については、ある程度理解しているつもりであ
る。残念ながら、公共施設マネジメントに精通しているといえる自治体
職員は、まだまだ少ないと言わざるを得ないのが現状である。筆者が経
験を重ねるにつれて、公共施設マネジメントに取り組む関係者には是非
知っておいていただきたいと思う事柄がいくつか出てきた。それらをま
とめたのが本書であり、当事者としての担当者はもちろんのこと、責任
者となる自治体の首長の方々や関心のある住民の皆様には是非お読みい
ただきたいと願っている。教科書とは言えないまでも、本書の内容は今
後の公共施設のあり方を考えるヒントとなるであろうし、公共施設マネ
ジメントの実践に役立てていただけると信じている。
本書は研究者や実務者である4名で執筆したもので、4編から構成さ

れている。各編は相互に多少の関連はあるものの、基本的には内容は独
立しているので、必ずしも第1編から読み進めていただく必要はない。
各編の内容の概略は以下の通りである。
第1編は分かりにくいといわれているファシリティマネジメント

（FM）の考え方を解説している。公共施設の問題では総量削減と長寿
命化が取り上げられることが多いが、この2つは同じ俎上で議論される
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ことが多く、それが結果的に混乱を招いているように思われる。FMの
考え方を理解いただき、今後の取り組みへの参考にしていただきたい。
第2編は、実務者である筆者が、過去の自治体行政職員としての経験

も踏まえてノウハウを公開したものである。公共施設マネジメントの担
当者になった時にとりあえずなすべきことを、8項目にまとめている。
担当者に任命された当初は慣れない業務で戸惑いも多いと思われるが、
必要最小限のやるべきことを整理しているので是非実務で参考にしてい
ただきたい。
第3編は行政と住民の協力関係の構築を「多世代共創」という概念で

解説している。公共施設マネジメントは行政側だけで行うものではなく、
そこに住民を巻き込んでいくことが重要であるが、その住民は現役世代
だけではなく未来を担う世代が含まれる。そうしたことから、多世代共
創という考え方を編み出し、住民とのワークショップを中心に解説して
いる。
第4編は実務者であり、またコンサルティングの経験も豊富な筆者に

よるもので、実際の事例を通して、公共施設マネジメントに関わるさま
ざまな制度やファイナンスの問題を論じている。多くの先進事例につい
ても触れているので、是非参考にしていただきたい。なおこの第4編は、
月刊誌『地方財務』（ぎょうせい）にこれまでに連載された記事の内容
を再構成したものである。

公共施設の課題が表面化し対応が検討され始めてから約 10 年が経つ。
計画から実践への流れを作り出そうと試行を繰り返す間にも施設の老朽
化は着実に進んでおり、公共施設の安全性確保やサービス提供に支障が
生じ始めている自治体も多いのではないかと危惧されるところである。
これまでの公共施設マネジメントにおける論点と実践の課題をまとめた
本書が、各自治体における「実践」に向けての一助になれば、筆者一同
にとっては望外の喜びである。

2019 年9月　小松幸夫　
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公共施設等総合管理計画と個別施設計画1
「これまで森にはたくさんの木々がさまざまな種類ごとに植えられ、

それぞれが大きく育ち、いまや森は飽和状態と化すこととなった。
よく見ると木々の根はお互いに絡み合い、適切な剪定もなされなかっ

たため枝は朽ちかけ、太陽の光は地表に届きづらくなっている。かつて
肥沃であった土地も今は痩せ細り、今後は降雨も少ない状態である。

このままでは森の健全な環境を保てなくなることは明白である。
そこで我々は、どうにかしようとして一本一本の木を見ているのだが、

森は果てしなく広大であるということを忘れてはならない。
一本の木だけを見ていては将来に渡って持続可能な森をつくりだすこ

とは到底できない。ましてや、それを一世代だけでやろうとしてもほと
んど不可能である。

いま我々の世代が真に成すべきことは、将来に向かっての基本的な『森
のルール』を考えることではないだろうか。将来世代が持続可能な状態
で森を維持することができるようにするためのルールづくりである。」

これは、公共施設等総合管理計画と個別施設計画の関係を、「森と木」
に準えた例え話である。

公共施設等総合管理計画の策定により、このままでは森の健全な環境、
すなわち施設全体の安全は保てないことが明白となり、その状態をどう
にかしようと、一本一本の木を見ていこうとしているところは、まさに
いま我々が個別施設計画を策定しようとしている状態を示している。

木を枯れさせないだけであれば、20 年位はなんとかできる。個別施
設計画とは枯れない木、すなわち長寿命化した建物を想定して、状況を
20 年、30 年先に固定化させるものではなく、5年後、10 年後…と適宜
見直しをしなければならないもの、すなわち、時代の変化にあわせて軌

第4章 個別施設計画の実行のための
体制整備
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道修正をしていかなくてはならないものである。
したがって、個別施設計画を作るということの本当の重要性とは、個

別施設計画を今後持続可能な状態で作成・実行していくために、全施設
に共通する体制づくりをこの機会に構築することではないだろうかと考
えている。

1つずつの計画を実行に向かわせていくことを可能とする全庁的な仕
組み、すなわち「森のルールづくり」が、いま真に求められているので
ある。

背景—個別施設計画はどうあるべきか2
全国の自治体の多くが、公共施設等総合管理計画の策定を終え、次に

どのような個別施設計画を策定すればよいのか、悩んでいるのではない
だろうか。

総務省の公共施設等総合管理計画に関するホームページを見ても、各
省庁や自治体の個別的な事例の掲載はされているが、「このようなもの
を策定しなさい」というような雛形は示されていない。そもそも各団体
によって保有している施設の種類や数、老朽度、財政事情等が異なるの
だから、個別具体の施設計画については、一律的に定められるはずはな
い。しかしながら、施設が老朽化していることや、財源がないことは共
通しており、これらを少しでも解決させるための一定の方向性をもった
個別施設計画の策定が重要であることは間違いない。

いうなれば、これまでの公共施設等総合管理計画というのは、「課題
整理」の段階であり、今後策定する個別施設計画が、「課題解決」と 
なる。思考回路も「問題提起型」から「問題解決型」へと転換しなけれ
ばならない。

そもそも、多くの自治体の職員や、業務をサポートする民間のコンサ
ルティング会社は、曖昧な幻想を抱いてはいないだろうか。今後策定し
なければならない個別施設計画はこう書くべきという模範が、いずれ誰
かから提示されるので、概ねそれに従っていけばよいのだという幻想で
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ある。
あるいは個別施設計画とは、先進事例をモデルとして、施設用途ごと

の再編計画を、全ての施設において未来に渡って精緻に策定することで
あると思い込んでいないであろうか。学校の複合化の事例にはこんなも
のがあると示されても、それが参考になるとは限らない。計画はこうあ
るべしというものに従わなくてはならないという、漠然とした呪縛に囚
われてはいないだろうか。

筆者は、今後それぞれの自治体が将来像を描きながら公共施設マネジ
メントを推進することが大事だと思っているが、それがすなわち、個別
施設計画を通じ、未来に渡って精緻な再編計画を策定することであると
は思っていない。

では、何が大切かといえば体制づくりである。理想とする将来像に近
づけていくための全庁的な取り組みを考え、それを具現化させていくた
めの体制づくりが重要だと考える。自治体には、民間企業とは違った法
体系での仕事や、広範な業務体系、組織体制、人事異動制度といった独
特の仕組みがある。それらを十分理解した上での、画餅に終わらない現
実的な体制づくりこそが重要である。持続可能な個別施設計画づくりと
は、まさにこの全庁的な体制づくりを構築していくことである。なぜな
ら、個別施設計画は一度作ったら終わりというものではなく、継続的に
動いていくものであり、実行することに意味がある計画であるはずだか
らである。実行するためには、絵空事ではなく現実の公務における実践
への適応性を備えたものでなければ、十分な効果は得られない。
「数十年先の適正でかつ精緻な公共施設の再配置計画を作らなければ

ならない」というような、曖昧な個別施設計画策定の呪縛からは解き放
たれて、真に実行すべき方策をひとつひとつ積み上げていくことの方が
よほど大切である。

以下に具体的な個別施設計画の内容を示していきたい。
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質と量を共に考える3
ものごとを考える際には、問題点を単純化し明確化することが大切で

ある。自治体における日常の業務では、組織間のいざこざや、住民から
の視線あるいは議会対応等に気を取られ、ついつい問題を複雑にしてし
まったり、また解決を暗黙化したりしてしまいがちである。

現代の公共施設が抱えている課題を改めて整理すると、老朽化してい
ることとたくさん持っていることの2点に尽きる。具体的に何が問題か
といえば、公共施設を多く持ち過ぎているために、それらの老朽化対策
に当てる修繕費や更新費等が膨大で、もはや対応できそうな財源が底を
突いているということにある。

公共施設マネジメントの基本は、「財務・品質・供給」の3視点から
構成されているが、老朽化していることは「品質」の、たくさん持って
いることは「供給」の問題であり、その両方に共通してあるのが「財務」
の問題といえる。

もし、財源を新たに確保できれば問題ないのであるが、支出における
扶助費等の上昇は急激であり、今後どう財布をひっくり返しても二進も
三進もいかない状況なのは、火を見るより明らかである。さらに、団塊
の世代が一気に 75 歳を迎える 2025 年問題が迫っていることも、公共施
設更新の問題をさらに深刻化させている要因である。

公共施設等総合管理計画において、老朽化している「質」の解決策と
しては「長寿命化計画」を、たくさん持っている「量」の解決策として
は「再配置計画」を上げる自治体がほとんどではないだろうか。お金が
なくて今すぐ更新できないことから、更新時期を先に延ばす長寿命化計
画と、全てを更新できないため、更新する量を減らす再配置計画という
落としどころとなったのであろう。

ここで注意が必要である。長寿命化計画も再配置計画も一見正しそう
ではあるが、その双方ともにそれ相当の財源が必要だというところであ
る。0円で長寿命化のための予防保全はできないし、0円で再配置のた
めの集約化・複合化工事ができるはずはない。厳しい言い方ではあるが、
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長寿命化計画や再配置計画という言葉を使えばいかにも問題が解決した
かのような、そして次にはパラダイスが待っているかのような認識では、
個別施設計画の策定は不可能である。現実に有効な個別施設計画を策定
するのであれば、もっと直球勝負で問題に対峙しなければならない。現
実を直視しつつ、この「質」と「量」の問題に立ち向かうとすれば、「質」
に対しては、まずは人命の安全をいかに確保するかという「現実的安全
確保計画」になり、「量」に対しては、単に施設の床面積削減だけでは
なく、人件費も含めたトータルコストを下げる「施設トータルコスト削
減計画」になっていくはずである。
「長寿命化計画」という総花的な表現を「現実的安全確保計画」に、「再

配置計画」を「施設トータルコスト削減計画」という表現に変えるだけ
で、策定しなければならない個別施設計画の姿はより明確になってくる。
個別施設計画は、この双方を考え合わせ連携させてこそ、現実的な効果
が表れるはずである。

※　質　：　長寿命化計画　→　現実的安全確保計画
※　量　：　再配置計画　　→　施設トータルコスト削減計画

⑴　現実的安全確保計画
現実的安全確保計画は、その施設で活動する者や働く者、利用する者

の生命の安全を確保するための計画である。
そのために、何はさておき最初にやらなければならないことは、施設

の現状を知ることであり、そのためには、1年間を通じた点検等のスケ
ジュール管理体制を整えることが重要である。

そして点検等を実施した結果、目の前に危険がある場合は一刻も早く
それを取り除くことが安全対策上大切である。そのためには、恒久的な
対策が望ましいが、財政不足を考慮すると、とりあえずは緊急回避的な
暫定措置を実施する体制が必要となる。

暫定措置の後は、予算が少ない中でできる限り実効性を高めていくた
め、不具合箇所を日常的に監視し、必要なタイミングで修繕・改修を行
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う状態監視保全に移行していくことが重要である。そこでやっと計画的
に保全をしていこうというスタートラインに立てることになる。

その一方で、役所というところは理論や理屈を頭では理解できていた
としても、体が実際に動くようにはできていない。動くためには役所の
ルールというものが必要になってくる。つまり、動くことを全庁的に制
度化させるための仕組みづくりである。例えば、状態監視保全を続けて
いくとして、いよいよ来年度の改修工事が必要と判断されても、実際に
それを行うためのルールがないと実行はできないことになる。例えば、
実行に際しては必ずこの会議に諮らなくてはならないといった事前相談
制度のようなルールがあればよい。さらにその仕組みを継続的に実施し
ていくためには、様々な立場からの支援体制を構築していくことが必要
となる。

以上をまとめると、自治体において現実的安全確保計画を具体的に実
行していくためには、まず1年間を通して施設管理を実施するための「年
間スケジュール管理体制」を整えると共に、目の前にある危険を暫定的
にでも回避するための「暫定対策体制」を構築し、その上で可能な限り
状態監視保全体制に近づけていくための「事前相談体制」などのルール
を敷き、さらにはそれらの仕組みを定着させ、かつ継続させていくため
の「実行支援体制」を設けるという、4つの体制を整えることが重要と
なってくる。

現実的安全確保計画
　⑴　年間スケジュール管理体制
　⑵　暫定対策体制
　⑶　事前相談体制（状態監視・時間計画保全）
　⑷　実行支援体制

⑵　施設トータルコスト削減計画
施設トータルコスト削減計画は、単に施設の床面積を削減しようとい

うものではなく、将来的に所有する床面積の見直しを含め、人件費も含


